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（障害者を取り巻く状況） 

○ 都内の障害者手帳の所持者数は、平成30年度末では約69.7万人となっており、

増加傾向にあります。特に、精神障害者の増加の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成18年４月に「障害者自立支援法」が施行され、それまで身体・知的・精神

という障害種別ごとに異なる法律に基づいて実施されていた福祉サービスや公費負

担医療などが共通の制度となりました。 

また、地域における障害者の自立生活を実現し、その生活の質の向上を図る観点

から、住民に身近な区市町村にサービスの実施主体が一元化されるとともに、就労

支援が抜本的に強化されました。 

 

○ さらに、地域社会における共生の実現に向けて、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するため、平成25年４月、「障害者自立支援法」を「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）に改める

とともに、障害者の定義に難病等が追加されました。 

 

○ 平成28年６月の児童福祉法改正では、都道府県及び区市町村に障害児福祉計画

の策定が義務付けられたほか、医療的ケアを必要とする障害児が適切な支援を受け

られるよう、保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとされました。 

第３ 障害者がいきいきと暮らせる社会の 

実現を目指します 

資料：東京都福祉保健局「月報（福祉・衛生行政統計）」 

＜都内の障害者手帳所持者数の推移（各年度末現在）＞ 

479,527 482,223 480,798 482,656 486,563 488,171 

77,633 80,369 82,999 85,650 88,168 90,630 

79,646 86,461 93,935 100,999 108,532 118,352 
636,806 649,053 657,732 669,305 683,263 697,153

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

身体障害者 知的障害者 精神障害者(人)
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○ 平成26年１月、国は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的

かつ総合的な国際条約である、「障害者の権利に関する条約」を批准しました。こ

れに先立ち、平成25年６月には、行政機関等や民間事業者に対し、障害を理由と

する不当な差別的取扱いの禁止や合理的な配慮の提供を求める「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が制定され、平成28年４月

に施行されました。 

 

○ 今後とも、障害者の「自立」の実現に向け、支援体制や地域生活基盤の整備を一

層促進するとともに、より多くの障害者が企業等で働くことができるようにする支

援策の充実・強化、障害者への理解促進や差別解消に向けた取組を推進していくこ

とが必要です。 

 

（都の取組） 

【基盤整備】 

○ 都は、平成30年３月に策定した「東京都障害者・障害児施策推進計画」（平成30

年度～令和2年度）に基づき、障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける

社会を実現するために様々な施策を展開しています（本計画については、P9参照）。 

 

○ また、障害者が地域で安心し

て暮らせる社会を実現するため

に、「障害者・障害児地域生活支

援３か年プラン」（平成30年度

～令和２年度）を策定し、障害

者（児）の地域生活を支える

サービスの基盤整備に重点的に

取り組んでいます。あわせて、

サービスを担う福祉人材の確

保・育成・定着を図る取組を一

層進めています。 

【共生社会の実現に向けた取組】 

○ 都は、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現するため、

平成30年10月、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」

（東京都障害者差別解消条例）を施行しました。 

本条例では、事業者の「合理的配慮の提供」を義務化するとともに、専門相談体

制や紛争解決の仕組みについて規定しています。 

これを機に、障害者への理解促進や差別解消を図る取組を一層進めていくことが

必要です。 

 

資料：東京都福祉保健局調べ 

＜障害者グループホームの定員の推移（東京都）＞ 

6,568
7,221

7,896 8,374
9,077

9,851

0

5,000

10,000

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

定員（人）
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【地域生活支援】 

○ 地域生活への移行を希望する長期の施設入所者等が、希望する地域で必要なサー

ビスを利用しながら安心して暮らせるよう、地域居住の場や日中活動の場などの地

域生活に必要な基盤整備を促進するとともに、障害者支援施設にコーディネーター

を配置するなど、区市町村等との連携・調整を進めています。 

 

○ いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者の地域生活への移行を促進する

ため、指定一般相談支援事業者等に対する専門的な指導・助言や人材の育成のため

の研修、グループホームを活用した体験宿泊などを行い、円滑な地域移行と退院後

の安定した地域生活を支える体制を整備するとともに、長期入院とならないための

取組も進めています。 

 

○ 医療機関の相互連携や、医療機関と関係機関との連携確保等により、精神障害者

が必要な時に適切な医療が受けられる環境を整備し、地域での安定した生活を支援

する必要があります。 

 

○ 重症心身障害児（者）やその他の医療的ケアを必要とする障害児（者）について

は、地域で適切な支援を受けながら生活できるよう、在宅療育支援体制の整備等を

進めていく必要があります。また、発達障害児（者）、高次脳機能障害者について

も、地域の実情に応じて多様な施策展開を図ることが重要です。 

 

【就労支援】 

○ 障害者がいきいきと働くことができる社会の実現を目指し、雇用機会を拡大する

とともに、安心して働き続けられるように支援していく必要があります。しかし、

都内における民間企業の障害者雇用率は、令和元年６月現在2.00％（全国平均

2.11％）であり、法定雇用率2.2％よりも依然として低くなっています。 

 

○ 都は、職業相談や就職準備、職場定着などの就労面の支援と、就労に伴う生活面

の支援を一体的に提供する区市町村を支援するなど、様々な施策を推進しており、

令和元年（６月）も、都内民間企業における雇用障害者数、実雇用率ともに過去最

高を更新しましたが、引き続き就労促進に取り組んでいくことが必要です。 

 

○ 障害者が能力や適性に応じて働く喜びや達成感を得ながら、地域で自立した生活

を実現できるよう、企業等への一般就労と職場定着を支援するとともに、福祉施設

（就労継続支援事業所）における受注拡大や工賃水準の向上に向けた取組を進めて

います。また、障害者優先調達法に基づき「障害者就労施設等からの物品等の調達

方針」を策定し、庁内関係局と連携しながら障害者就労施設等の受注機会の拡大を

図っています。 
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（令和２年度の取組） 

 

 

 

 

 

  

14,588

14,935
15,086

15,349 

15,752 
16,078 

14,437

14,838
15,033

15,295 
15,603 

16,118 

14,000

15,000

16,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

東京都の平均工賃実績

全国の平均工賃実績

（円）

 １ 障害者が地域で安心して暮らせるよう基盤等を充実します 

２ 障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実

現を目指します 

３ 保健・医療・福祉等が連携した支援体制の充実により身近な

地域での生活を支援します 

 ４ 障害者の自立に向けた就労促進策を推進します 

資料：平成30年度工賃（賃金）の実績について（厚生労働省）等より作成 

＜各年度の工賃実績（月額）＞ 

＜都内民間企業における障害者雇用状況（各年 6月 1日現在）＞ 

資料：東京労働局「令和元年 東京労働局管内における障害者雇用状況の集計結果」等より作成 
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 居住の場や在宅サービスなど地域生活基盤の充実や、サービスを担う人材の確保・育成・

定着に取り組むとともに、長期の施設入所者や、いわゆる「社会的入院」の状態にある精神

障害者の地域生活への移行を促します。 
 

 

  主主なな事事業業展展開開      

○○  障障害害者者・・障障害害児児地地域域生生活活支支援援３３かか年年ププラランン  33,,006655百百万万円円  

・ 障害者（児）の地域生活を支えるサービス基盤の充実を図るため、施設整備に係る設

置者負担の特別助成のほか、利用者の重度化等に対応する場合の加算を行い、令和2年

度末までに、グループホームや短期入所、通所施設等について、8,180人分の定員を

新たに確保するとともに、児童発達支援センターや、主に重症心身障害児を支援する事

業所の整備促進を図ります。[計画期間：平成30～令和2年度] 

種  別 整備目標 

地域居住の場（グループホーム） 2,000人増 

日中活動の場（通所施設等） 6,000人増 

在宅サービス（短期入所）   180人増 

障害児支援の充実（児童発達支援センター、主に重症心身障害

児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所） 

 各区市町村に少な

くとも１か所以上 

 

○○  定定期期借借地地権権のの一一時時金金にに対対すするる補補助助  6622百百万万円円  

・ 施設用地確保のために、定期借地権を設定した場合の一時金の一部を助成することに

より、障害者（児）施設の整備促進を図ります。 

 

○○  借借地地をを活活用用ししたた障障害害者者（（児児））施施設設設設置置支支援援事事業業  2222百百万万円円  

・ 国有地又は民有地を借り受けて障害者（児）施設の整備を行う事業者に対して、借地

料の一部を補助することにより、障害者（児）施設の整備を促進します。 

 

○○  都都有有地地をを活活用用ししたた障障害害福福祉祉ササーービビスス基基盤盤のの整整備備  －－  

・ 都有地の減額貸付けを行い、障害福祉サービス基盤の整備促進を図ります。 

 

○○  短短期期入入所所開開設設準準備備経経費費等等補補助助事事業業  55百百万万円円  

・ 短期入所を新設又は増設する事業者に対して、家屋を借り上げる際に必要な権利金等

の開設準備経費の一部を補助することにより、整備の促進を図ります。 

１ 障害者が地域で安心して暮らせるよう基盤等を充実します 
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○○  障障害害者者ググルルーーププホホーームム体体制制強強化化支支援援事事業業  338866百百万万円円  

・ 身体上または行動特性上、特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために

手厚い職員配置を行うグループホームの体制確保を支援します。 

  

○○  ググルルーーププホホーームム地地域域ネネッットトワワーークク事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 地域におけるグループホームのネットワークを構築し、人材育成の支援やグループ

ホーム相互及び関係機関との連携に向けた取組を行うことで、グループホームの援助の

質の向上を図る区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

  

○○  障障害害福福祉祉ササーービビスス等等医医療療連連携携強強化化事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 医療的ケアを要する障害者への支援のため、障害者支援施設等に看護師を配置し、短

期入所事業所等と訪問看護事業所の連携構築や、地域の障害者等に対する医療的な相談

支援等に取り組む区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

  

○○  障障害害児児支支援援体体制制整整備備促促進進事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 区市町村が障害児福祉計画に基づき実施する取組を支援することにより、地域の実情

に応じた障害児支援の体制整備の促進を図ります。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○○  児児童童発発達達支支援援セセンンタターー地地域域支支援援体体制制確確保保事事業業  228899百百万万円円  

・ 児童発達支援センターが行う地域支援及び地域連携の取組を支援し、障害児の地域支

援体制の整備を促進します。 

  

○○  地地域域移移行行促促進進ココーーデディィネネーートト事事業業  6699百百万万円円  

・ 障害者支援施設に地域移行促進コーディネーターを配置し、都内及び都外の施設間の

連携を図りながら、区市町村や相談支援事業所との連携体制を構築するとともに、新規

開拓・受入促進員を配置し、重度障害者に対応するグループホームの情報収集等を行う

ことにより、施設入所者の地域生活への移行を促進します。 

  

○○  都都外外施施設設入入所所者者地地域域移移行行特特別別支支援援事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 都外の障害者支援施設に入所する障害者を受け入れた都内のグループホームに対して、

地域生活移行当初の支援に要する経費の一部を補助することにより、都内での地域生活

への移行及び定着を促進します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

  

○○  障障害害者者地地域域生生活活移移行行・・定定着着化化支支援援事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 障害者支援施設から重度の障害者を受け入れたグループホームや都外施設利用者の地

域移行を支援する相談支援事業所への支援、地域移行の促進に係る普及啓発等に取り組

む区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 
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○○  精精神神障障害害者者地地域域移移行行体体制制整整備備支支援援事事業業  6600百百万万円円  

・ 指定一般相談支援事業所等に対する専門的な指導・助言や人材育成研修の実施、ピア

サポーターの育成や活用に向けた体制整備、グループホームの専用居室を活用した体験

宿泊等を通じて、長期入院患者の円滑な地域生活への移行や精神障害者の安定した地域

生活のための体制整備を行います。 

 

○○  難難治治性性精精神神疾疾患患地地域域支支援援体体制制整整備備事事業業  11百百万万円円  

・ 入院が長期化しやすい難治性の精神疾患の患者が、専門的治療等を受けながら地域で

安心して生活できるよう、医療機関や地域援助事業者、行政機関等で構成する会議を設

置し、地域における支援体制の構築を検討します。 

  

○○  都都有有地地をを活活用用ししたた社社会会福福祉祉施施設設建建替替ええ促促進進事事業業（（再再掲掲 PP6699））  221177百百万万円円  

・ 民間の社会福祉施設建替時の利用に供する代替施設を事業者へ貸し付け、老朽化した

施設の建替えを促進します。 

 

○○  社社会会福福祉祉施施設設等等耐耐震震化化のの推推進進（（再再掲掲 PP4411、、6699））  4499百百万万円円  

・ 耐震性が十分ではない民間の社会福祉施設等や私立の保育所を対象に、耐震診断・耐

震改修等に必要な経費を補助し、耐震化を促進します。[耐震診断 8施設、耐震改修 10施設] 

  

○○  社社会会福福祉祉施施設設・・医医療療施施設設等等耐耐震震化化促促進進事事業業（（再再掲掲 PP4411、、6699））  88百百万万円円  

・ 耐震化が必要な施設を個別に訪問し、状況に応じた相談や提案、アドバイザーの派遣

など、きめ細かな対応を行い、社会福祉施設・医療施設等の耐震化を促進します。 

[社会福祉施設等 104施設] 

  

○○  障障害害者者（（児児））施施設設防防犯犯緊緊急急対対策策事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 防犯対策の観点から必要となる設備の設置に係る費用の一部を補助することにより、

障害者（児）施設利用者の安全を確保します。[障害者施策推進区市町村包括補助]  

  

○○  障障害害福福祉祉ササーービビスス等等職職員員宿宿舎舎借借りり上上げげ支支援援事事業業  115500百百万万円円  

・ 職員宿舎の借り上げにより、良好な居住環境の提供による働きやすい職場環境の実現

と、災害時の迅速な対応を推進する事業者を支援します。 

  

○○  代代替替職職員員のの確確保保にによよるる障障害害福福祉祉従従事事者者のの研研修修支支援援事事業業  7777百百万万円円  

・ 障害福祉サービス事業所等が、福祉・介護職員に研修を受講させる場合等に、代替職

員を派遣することで、職員の資質向上を図ります。 
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○○  障障害害福福祉祉ササーービビスス等等事事業業者者にに対対すするる経経営営管管理理研研修修事事業業  1144百百万万円円  

・ 障害福祉サービス事業所等の経営者等に対し、人材マネジメント等の研修を実施する

ことで、事業所における職員の定着や資質向上を図ります。 

  

○○  現現任任障障害害福福祉祉ササーービビスス等等職職員員資資格格取取得得支支援援事事業業  2255百百万万円円  

・ 障害福祉サービス事業所等で働く職員が、介護福祉士、精神保健福祉士等の国家資格

を取得する際にかかる経費の一部を補助することにより、職員の育成を支援するととも

に、サービスの質の向上を図ります。 

  

○○  障障害害福福祉祉ササーービビスス事事業業所所職職員員奨奨学学金金返返済済・・育育成成支支援援事事業業  6644百百万万円円  

・ 若手職員の確保と計画的な育成を図るため、在学中に奨学金の貸与を受けた職員に対

し、奨学金返済相当額を手当として支給する障害福祉サービス事業者を支援します。  

  

○○  福福祉祉・・介介護護職職員員処処遇遇改改善善加加算算取取得得促促進進事事業業  3311百百万万円円  

・ 福祉・介護職員処遇改善加算等の取得に係る事業所への助言・指導等により、事業所

における加算の新規取得や、より上位の区分の加算取得を促進することで、職員の確保

及び定着を図ります。  

  

○○  ググルルーーププホホーームム従従事事者者人人材材育育成成支支援援事事業業  2244百百万万円円  

・ グループホームの従事者に対し、利用者への支援を行う際に必要となる知識を習得す

るための研修を実施することで、グループホームのサービスの質の向上を図ります。 

  

○○  障障害害者者支支援援施施設設等等支支援援力力育育成成派派遣遣モモデデルル事事業業  1100百百万万円円  

・ 障害者支援施設やグループホームにおける利用者の高齢化や障害の重度化等への対応

力を向上させるため、リハビリテーション専門職等を派遣し、リハビリ及び機能訓練の

個別メニュー作成支援や技術指導等を行うことにより、施設の支援力強化を図ります。 

 

◎◎  障障害害者者支支援援施施設設 IICCTT機機器器導導入入支支援援モモデデルル事事業業【【新新規規】】  6699百百万万円円  

・ 見守り支援機器、アシストスーツ等の ICT 機器・介護ロボットを障害者支援施設に

導入し、その効果の検証・普及を行うことで、障害福祉サービス事業所への ICT 機器

等の導入促進を図ります。 

  

◎◎  区区市市町町村村障障害害福福祉祉人人材材確確保保対対策策事事業業【【新新規規】】  （（包包括括補補助助））  

・ 地域社会を支える障害福祉人材の確保・育成・定着を図るため、地域の特色を踏まえ

て行う区市町村の取組を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助]  
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 障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現するため、障害者への理解

促進や差別解消のための取組を推進するとともに、障害者の社会参加や情報保障の確保を推

進します。 
 

 

  主主なな事事業業展展開開            ※ 福祉のまちづくりに関する事業は、P104～105 参照 

◎◎  共共生生社社会会実実現現にに向向けけたた障障害害者者理理解解促促進進【【一一部部新新規規】】  4488百百万万円円  包包括括補補助助  

・ ＷＥＢサイト「ハートシティ東京」の運営 

  障害及び障害のある方への理解を促進するため、WEBサイトにより広く都民に対し

て普及啓発を行います。 

・ 障害者差別解消法及び障害者差別解消条例に係る体制整備・普及啓発 

  障害者差別に係る相談や紛争解決の体制を整備するとともに、東京都障害者差別解消

支援地域協議会において、相談事例を踏まえた差別解消のための取組等を協議します。 

また、法・条例の内容や合理的配慮の事例等について、都民等に対して普及啓発を

行うとともに、民間事業者向けに障害体験や障害者との対話等を含む研修を実施します。 

・ ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発 

  義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病、妊娠初期の方など援助や配慮を

必要としていることが外見からは分からない方が援助を得やすくなるよう、周囲の方に

配慮を必要としていることを知らせるヘルプマークや、障害者が周囲に支援を求める手

段として、緊急連絡先や必要な支援内容を記載したヘルプカードの普及啓発を行います。 

・ 区市町村ヘルプマーク活用推進事業 

ヘルプマークの配布や公共施設等における活用など、ヘルプマークの活用の推進に

取り組む区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

・ ヘルプカード活用促進事業 

  ヘルプカードを活用した防災訓練の実施や学習会・セミナー等の普及啓発など、ヘル

プカードの活用促進に向けた区市町村の取組を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

・ 差別解消支援地域協議会活動促進事業【新規】 

  障害等への子供の理解促進を目的とした副教材の作成や出前授業の実施など、区市町

村が障害者差別解消支援地域協議会で検討した結果に基づいて行う取組を支援します。

[障害者施策推進区市町村包括補助] 

  

  

  

２ 障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会  

の実現を目指します 
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○○  企企業業 CCSSRR等等連連携携促促進進事事業業  2222百百万万円円  

・ 障害福祉サービス事業所や障害者団体等のニーズと企業等の CSR 活動とのマッチ 

ングを行う専任のコーディネーターを配置し、両者の連携促進を図るとともに、マッチ

ング事例等の関係情報を広く発信・共有することにより、企業等の自発的取組を促し、

障害者の社会参加を推進します。  

  

○○  手手話話ののででききるる都都民民育育成成事事業業  3300百百万万円円  

・ 手話のできる都民育成事業 

  手話に関する普及啓発を行うことにより、手話人口の裾野を拡大するとともに、聴覚

障害者に対する理解を促進します。 

・ 手話通訳者養成事業 

  手話通訳者等を養成し、聴覚障害者の福祉増進を図ります。 

・ 外国語手話普及促進事業 

  外国語手話講習会の受講経費の一部を助成することにより、外国語手話の普及促進を

図ります。 

  

○○  IICCTTにによよるる聴聴覚覚障障害害者者ココミミュュニニケケーーシショョンン支支援援事事業業  88百百万万円円  

・ 都の施設に来庁した聴覚障害者に対して、スマートフォンやタブレットによる遠隔手

話通訳サービスを行うとともに、遠隔手話通訳を活用し本人に代わって都の担当部署に

電話するサービスを提供します。 

 

○○  中中等等度度難難聴聴児児発発達達支支援援事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 身体障害者手帳の認定基準に該当しない中等度難聴児が、早期の補聴器の装用により、

言語を習得し、生活能力やコミュニケーション能力を身につけられるよう、区市町村の

取組を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○○  聴聴覚覚障障害害者者意意思思疎疎通通支支援援事事業業  1133百百万万円円  

・ 意思疎通支援に係る広域的連絡調整体制の整備を行い、聴覚障害者の広域的な移動を

円滑にする環境を整えるとともに、障害者団体等が主催又は共催する広域的な行事に意

思疎通支援者を派遣します。 

 

○○  失失語語症症者者向向けけ意意思思疎疎通通支支援援者者養養成成事事業業  2299百百万万円円  

・ 失語症のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等が、自立した日常生活・社会

生活を営むことができるよう、失語症者向け意思疎通支援者の養成を図ります。 

  

◎◎  失失語語症症者者向向けけ意意思思疎疎通通支支援援モモデデルル事事業業【【新新規規】】  99百百万万円円  

・ 失語症者と意思疎通支援者が参加する会話サロンを都内２か所で定期的に開催すると

ともに、意思疎通支援事業の実施主体となる区市町村の体制整備を促すことで、失語症

者向け意思疎通支援事業の推進を図ります。  
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 精神障害者、重症心身障害児（者）やその他の医療的ケアを必要とする障害児（者）、発

達障害児（者）及び高次脳機能障害者への支援について、保健・医療・福祉等が密接に連携

することで、一層の充実を図ります。 
 

 

  主主なな事事業業展展開開   

○○  精精神神科科医医療療地地域域連連携携事事業業  4444百百万万円円 

・ 精神障害者が地域で必要なときに適切な医療が受けられるよう、精神疾患に関する地

域連携体制の整備を図るため、地域連携を推進するための協議会を設置するとともに、

都内 12の二次保健医療圏ごとに地域連携会議を設置し、連携ツールの検討・活用など

の取組を行うほか、一般診療科向けの研修等を実施します。 

  

○○  地地域域精精神神科科身身体体合合併併症症救救急急連連携携事事業業  4455百百万万円円 

・ 一般救急との円滑な連携を構築し、精神身体合併症患者をできる限り地域で受け入れ

られるようにするため、都内を５つのブロック（地域）に分け、地域における精神科の

拠点となる医療機関に医師等を配置するとともに、地域の精神科医療機関相互の連携体

制を構築するための会議を設置することにより、拠点医療機関を核とした、地域の精神

科医療機関の相談、受入体制の整備を図ります。 

 

○○  アアウウトトリリーーチチ支支援援事事業業 44百百万万円円 

・ 未治療や医療中断等のため、地域社会での生活に困難を来している精神障害者の地域

での安定した生活の確保に向け、精神保健福祉センターに設置する「アウトリーチ支援

チーム」が区市町村・保健所等関係機関と密接に連携して、計画的かつ集中的な支援を

行うとともに、関係機関に対して援助技法の普及を図ります。 

[中部総合精神保健福祉センター、多摩総合精神保健福祉センター、精神保健福祉センター］ 

  

○○  精精神神障障害害者者アアウウトトリリーーチチ支支援援事事業業 （（包包括括補補助助）） 

・ 地域社会での生活に困難を来している精神障害者に対する専門職チームの訪問型支援

や、地域社会への定着に向けた継続的かつ計画的な支援を行うための体制整備を行う区

市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

 

 

３ 保健・医療・福祉等が連携した支援体制の充実により 

身近な地域での生活を支援します 
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○○  災災害害時時こここころろののケケアア体体制制整整備備事事業業 55百百万万円円 

・ 災害時のこころのケア体制を強化するため、被災地において精神科医療及び精神保健

活動の支援を行う「東京都災害派遣精神医療チーム」（東京DPAT）を整備します。 

 [登録機関 30機関（令和２年１月現在）] 

  

○○  災災害害時時精精神神科科医医療療体体制制整整備備事事業業 22百百万万円円 

・ 災害時において、被災病院から入院患者を受け入れる医療機関を「災害拠点精神科病

院」及び「災害拠点精神科連携病院」に指定し、災害時の精神科医療提供体制の強化を

図ります。 

  

◎◎  依依存存症症対対策策のの推推進進【【一一部部新新規規】】  33百百万万円円  

・ 依存症対策の一層の推進に向け、依存症対策に係る計画の策定や進行管理を行うとと

もに、関係機関の連携強化に向けた取組等を実施します。 

  

○○  介介護護職職員員等等にによよるるたたんんのの吸吸引引等等ののたためめのの研研修修事事業業  3333百百万万円円  

・ 障害者支援施設等や在宅において、適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことがで

きる介護職員等を養成するため、研修を実施するとともに、事業者及び従事者の登録、

登録研修機関への初度経費補助等を行います。 

  

○○  医医療療的的ケケアア児児にに対対すするる支支援援ののたためめのの体体制制整整備備  55百百万万円円  

・ 医療的ケアを必要とする障害児の支援に係る関係機関相互の連絡調整や意見交換を行

う連絡会を設置するとともに、地域で医療的ケア児等に対する支援を適切に行うことが

できる人材を養成するための各種研修を実施します。 

  

○○  医医療療的的ケケアア児児訪訪問問看看護護推推進進モモデデルル事事業業  1100百百万万円円  

・ 医療的ケアを必要とする障害児に対応する訪問看護ステーションの拡大を図るため、

訪問看護ステーションに対して、同行訪問等の研修や、運営相談等を行うモデル事業を

実施します。 

  

○○ 重重症症心心身身障障害害児児等等在在宅宅療療育育支支援援事事業業  221188百百万万円円  

・ 在宅の重症心身障害児（者）や医療的ケアを必要とする障害児の健康の保持と安定し

た家庭療育の確保を図るため、専門医等による健康診査及び看護師等による在宅看護

サービスを提供するとともに、NICU 等に入院している対象者が在宅生活を希望した際

に円滑に移行できるよう、重症心身障害児等とその家族への早期支援や相談等を実施し

ます。 
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○○ 医医療療ニニーーズズがが高高いい在在宅宅のの重重症症心心身身障障害害児児（（者者））へへのの支支援援  6699百百万万円円  

・ 障害者（児）ショートステイ事業（受入促進員配置） 42百万円 

 ショートステイ実施施設に高い看護技術を持った看護師を受入促進員として配置し、特

に医療ニーズが高い重症心身障害児（者）の積極的な受入れの促進を図ります。 

・ 重症心身障害児通所委託（受入促進員配置） 27百万円 

 民間の通所施設（医療型）に高い看護技術を持った看護師を受入促進員として配置し、

特に医療ニーズが高い重症心身障害児（者）の積極的な受入れの促進を図ります。 

  

○○ 重重症症心心身身障障害害児児（（者者））等等在在宅宅レレススパパイイトト事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 在宅の重症心身障害児（者）や医療的ケアを必要とする障害児に対し、訪問看護師が

自宅に出向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の休養を図ることにより、対象者の健

康の保持とその家族の福祉の向上を図ります。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

  

○○ 重重症症心心身身障障害害児児（（者者））通通所所運運営営費費補補助助事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 在宅の重症心身障害児（者）に日中活動の場を提供し、通所施設における適切な療育

環境の確保を図ります。[障害者施策推進区市町村包括補助]  

  

○○ 重重症症心心身身障障害害児児施施設設ににおおけけるる看看護護師師確確保保対対策策事事業業  1155百百万万円円  

・ 重症心身障害児（者）の看護に関する専門的な研修の実施や認定看護師資格の取得の

機会等を提供するとともに、勤務環境の改善や看護師を養成する大学や専門学校での普

及等に取り組むことにより、看護師の確保・定着を図ります。 

  

○○  発発達達障障害害者者支支援援体体制制整整備備推推進進事事業業  1111百百万万円円  
・ 発達障害児（者）のライフステージに応じた地域における支援体制の整備を推進する

ため、支援機関に従事する専門的人材の育成を行います。 

また、発達障害者支援センターと医師や弁護士等が連携し、区市町村等から寄せら

れる困難事例について専門的見地から支援を行います。 

 

◎◎  発発達達障障害害専専門門医医療療機機関関ネネッットトワワーークク構構築築事事業業【【新新規規】】  1133百百万万円円  
・ 発達障害を早期に診断する体制を確保するため、専門性の高い医療機関を中心とした

医療機関のネットワークを構築し、地域の医療機関に対して実地研修等を実施します。 

  

○○  ペペアアレレンントトメメンンタターー養養成成・・派派遣遣事事業業  1122百百万万円円  
・ 発達障害児（者）の家族の社会的及び心理的孤立を防ぎ、地域で安心して生活できる

よう、同じ発達障害のある子供を持つ親の立場から相談・助言するペアレントメンター

の養成や、家族同士で支援できる体制の構築等を支援します。 

 

 

―  90  ―

第
３

障
害
者
分
野



○○  区区市市町町村村発発達達障障害害者者支支援援体体制制整整備備推推進進事事業業  （（包包括括補補助助））  
・ 発達障害に対する支援拠点の整備や関係機関の連携促進など、区市町村が行う発達障

害児の早期発見や支援体制の構築を支援します。 

 また、支援を要する成人の発達障害者に対し、社会参加や就労などに関する取組を行

う区市町村を支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○○  発発達達障障害害者者支支援援セセンンタターー運運営営事事業業  4488百百万万円円  

・ 発達障害児（者）とその家族に対する総合的支援拠点として、相談、普及啓発、研修

などを行い、発達障害児（者）の地域生活をサポートします。 

 

○○  高高次次脳脳機機能能障障害害支支援援普普及及事事業業  3355百百万万円円  

・ 高次脳機能障害者への支援を行うことを目的として、地域生活や就労などの専門的な

相談支援、区市町村や関係機関等の地域ネットワークの構築、人材育成を図る研修等を

実施するとともに、地域において高次脳機能障害に対応した専門的リハビリテーション

を提供できる体制の充実を図ります。 

 

○○  医医療療連連携携型型ググルルーーププホホーームム事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ グループホームに、医療的ケアが必要な障害者に医療支援を行う生活支援員を配置す

るとともに、勉強会を開催する等により、医療との連携の検証・検討を行う区市町村を

支援します。[障害者施策推進区市町村包括補助] 

 

○○  心心身身障障害害者者（（児児））医医療療費費のの助助成成  1155,,990088百百万万円円  

・ 障害者の保健の向上及び福祉の増進を図るため、身体障害者手帳１・２級（内部障害

は３級まで）、愛の手帳１・２度、精神障害者保健福祉手帳１級に該当する方を対象に、

医療費の一部を助成します。 
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 障害者がそれぞれの状況に応じて、安心して働き続けられるよう、行政・企業・福祉施設

が一体となって支援していきます。 
 

  

  主主なな事事業業展展開開    

○○  東東京京都都障障害害者者就就労労支支援援協協議議会会等等  44百百万万円円    

・ 東京都障害者就労支援協議会  

 経済団体、企業、労働・福祉・教育・医療関係機関、就労支援機関、学識経験者等で

構成する「東京都障害者就労支援協議会」を通じて関係機関の連携を強化し、社会全体

で障害者雇用の拡大に取り組む気運を醸成します。[年２回］ 

・ 障害者就労支援体制レベルアップ事業 

 区市町村障害者就労支援センターのコーディネーターや就労移行支援事業所の支援員

等を対象に、障害者の就労支援を行う上で必要な知識、情報、技術、コミュニケーショ

ン能力の習得に資する体系的な研修を行います。 

  

○○  「「東東京京チチャャレレンンジジオオフフィィスス」」のの運運営営  7766百百万万円円 

・ 都庁内に設置したオフィスの運営を通じ、知的障害者、精神障害者が会計年度任用職

員や短期実習生として就労経験を積む機会を提供することで、一般企業への就労を支援

します。 

 

○○  区区市市町町村村障障害害者者就就労労支支援援事事業業  （（包包括括補補助助））  

・ 区市町村が設置する「区市町村障害者就労支援センター」において、職業相談や就職

準備、職場定着など就労面の支援と、就労に伴う生活面の支援を一体的に提供し、身近

な地域での相談・支援体制を強化します。また、地域開拓促進コーディネーターの配置

を支援し、就労希望者の掘り起こしと企業側に対する障害者雇用の働きかけを推進しま

す。[障害者施策推進区市町村包括補助］ 

 

○○ 就就労労支支援援・・定定着着支支援援等等ススキキルル向向上上事事業業  55百百万万円円 

・ 就労支援機関等を対象に、障害者を雇用しようとする企業へのアプローチ・マッチン

グ等のスキルを付与するための実践的な研修や、就労定着支援事業所の定着支援スキル

を向上する研修を実施することで、就労支援機関等の支援力の向上を図ります。 

  

  

４ 障害者の自立に向けた就労促進策を推進します  
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○○  福福祉祉施施設設ににおおけけるる工工賃賃アアッッププのの推推進進  66百百万万円円  包包括括補補助助    

・ 経営コンサルタント派遣等事業 (包括補助) 

 区市町村が地域のネットワークの核となる福祉施設に対して経営コンサルタントを派

遣する経費及び工賃アップを推進するための経費を補助することで、工賃向上を図りま

す。[障害者施策推進区市町村包括補助］ 

・ 工賃アップセミナー事業 6百万円 

 販路の拡大方法等の工賃引上げのための研修や、利用者と作業のマッチングのアドバ

イス等を実施することにより、施設職員の経営意識と利用者のモチベーションを高め、

工賃向上に向けた気運の醸成を図ります。 

 

○○ 受受注注促促進進・・工工賃賃向向上上設設備備整整備備費費補補助助事事業業  1199百百万万円円 

・ 受注機会の増大及び工賃向上を目的とした生産設備を整備する福祉施設に対して補助

を行います。 

 

○○ 区区市市町町村村ネネッットトワワーーククにによよるる共共同同受受注注体体制制のの構構築築  2266百百万万円円 

・ 就労継続支援Ｂ型事業所等で構成する区市町村ネットワークや、区市町村、企業、そ

の他関係者からなる共同受注推進協議会を設置し、共同受注体制の構築や民需及び官公

需の開拓を行うことで、障害者就労施設における受注拡大及び工賃向上を図ります。 

 

○○ 福福祉祉・・トトラライイアアルルシショョッッププのの展展開開  117700百百万万円円 

・ 都庁をはじめ都内３か所において、福祉施設の自主製品（雑貨）を販売するトライア

ルショップ「KURUMIRU」を運営し、販路拡大や、自主製品の魅力を最大限に引き出

す商品開発等を推進します。 

 

○○ 精精神神障障害害者者就就労労定定着着連連携携促促進進事事業業  3388百百万万円円 

・ 就労移行支援事業所等に対し医療機関との情報交換技術向上のための研修を実施する

とともに、精神障害者就労定着支援連絡会の設置や、医療機関・就労移行支援事業所・

企業等が連携して就労支援を行うモデル事業の実施により、精神障害者の就労定着支援

の充実を図ります。 

 

○○ 就就労労継継続続支支援援ＡＡ型型事事業業所所経経営営改改善善支支援援事事業業  77百百万万円円 

・ 経営改善セミナーの実施やアドバイザーの派遣等により、企業的経営手法の導入を図

ることで、就労継続支援Ａ型事業所の収益性の向上や業務の効率化等、適正な事業所運

営に向けた取組を支援します。 
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